
　　　（この図面は、特定エリアのイメージ図であり、正確な範囲を表したものではありません。また特定エリアは南国市を対象としたものです。）
　　　（農地については、農地転用の許可や農振農用地区域からの除外ができなければ、開発行為や建築ができないことはこれまでと同様です。）
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